
 

 

保護者様 

大阪府立枚岡樟風高等学校長 

 

学校において予防すべき感染症における報告書のお願い 

 

 以下の疾患と診断された場合、学校保健安全法により出席停止となります。医師の診断について保護

者が記入・押印の上、添付書類とともに担任へ提出してください。 

参考：裏面にインフルエンザ・コロナウィルス感染症による出席停止の基準掲載 

 

報 告 書 

      年    組    番  生徒氏名                   

①病名 

 

     １．インフルエンザ（ A・B ）   ２．百日咳     ３．麻疹 

    ４．流行性耳下腺炎       ５．風疹      ６．水痘 

     ７．咽頭結膜熱         ８．新型コロナウィルス感染症 

９．結核及び髄膜炎菌性髄膜炎  10．その他（              ） 

 

 

②登校を控えることが必要な期間 

 

     令和   年   月   日より、令和   年   月   日まで 

 

 

③その他特記事項 

 

 

 

 

④添付書類（いずれかひとつに〇印） 

 

   ・検査結果の写し ・薬剤提供情報書又はお薬手帳の写し ・その他（     ） 

 

 

令和   年   月   日 

             

 保護者名               印 



 

 

 

0日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目

発症 解熱 出停 出停 出停 出停 登校
発症 発熱 解熱 出停 出停 出停 登校
発症 発熱 発熱 解熱 出停 出停 登校
発症 発熱 発熱 発熱 解熱 出停 出停 登校
発症 発熱 発熱 発熱 発熱 解熱 出停 出停 登校

0日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目

発症 症状軽快 出停 出停 出停 出停 登校
発症 発熱 症状軽快 出停 出停 出停 登校
発症 発熱 発熱 症状軽快 出停 出停 登校
発症 発熱 発熱 発熱 症状軽快 出停 登校
発症 発熱 発熱 発熱 発熱 症状軽快 出停 登校

☆発症日は０日目です。

インフルエンザによる出席停止期間の基準について

「解熱後２日が経過」かつ「発症後５日が経過」

☆症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあること。

「症状が軽快した後1日」かつ「発症後５日が経過」

新型コロナウィルス感染症による出席停止期間の基準について

「インフルエンザ出席停止期間早見表」

☆発症日とは、症状（発熱等）が始まった日です。病院受診時に医師に発症日を確認して
下さい。

「新型コロナウィルス感染症出席停止期間早見表」


